
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 平成 21 年及び 22 年に取得した土地等の譲渡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：平成21年と22年に取得した土地を譲渡

した場合、特例があるとか。どのような内容

なのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような内容です。 

【解説】  

法人が、平成21年1月1日から平成22年12月

31日までの期間内に取得をした国内にある土

地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除

く。以下「長期所有土地等」)を譲渡した場合

には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその

譲渡の日を含む事業年度において損金の額に

算入(所得の特別控除)することが認められて

います。 

ただし、次の取得は、対象になりません。 

①その法人と特殊の関係のある個人又は法人

からの取得 

②合併、分割、贈与、交換、出資又は平成22年

9月30日以前に行われた適格事後設立もしく

は平成22年10月1日以後に行われる適格現物

分配による取得 

③所有権移転外リース取引又は代物弁済によ

る取得 

この場合の損金算入限度額は、長期所有土

地等の譲渡により取得した対価の額又は資産

(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期

所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経

費のうち一定のものとの合計額を超える場合

における、その超える部分の金額と1,000万円

とのいずれか低い金額です。 

※交換取得資産とは、その長期所有土地等

の譲渡により取得をした資産をいいます。 
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